


開催にあたって

本年は、戦後７０年という節目の年を迎えます。７０年前に私たちは、戦争でいのちを奪い、

奪われることの悲しさ、愚かさを、身をもって知ることとなりました。そして、二度と過ちは

繰り返さないという誓いとしての「平和憲法」を大切にしてきました。

しかし、敗戦直後から朝鮮戦争、ベトナム戦争、中東紛争など世界各地で砲火の止む時はあ

りません。今日、私たちに直接かかわる事件としての戦争は終わっているかのように見えます。

戦争を生み出したのは、政治・経済の仕組みにとどまらず、私たちの価値観・考え方であり、

基本的には今にいたるまで変わっていないように思われます。

この時に当たって、あらためて戦争でいのち奪われた全ての人たちに思いを馳せ、非戦を誓

うべく「全戦没者追弔法会」を厳修いたします。

私たちの宗門は、明治期以降、宗祖親鸞聖人の仰せになきことを仰せとして語り、戦争に協

力してきました。侵略戦争を「聖戦」と呼び、仏法の名のもとに、多くの青年たちを戦場へと

送り出しました。そして遺族のみならず、アジア諸国、とりわけ中国、朝鮮半島の人々に、計

り知れない苦痛と悲しみを強いてきました。さらに、非戦を願い、四海同朋への慈しみを説い

たために、非国民とされた僧侶たちを見捨ててきました。

これらに対する懺悔の思念を旨として、宗門は１９９５年に「賜った信心の智慧をもって、

宗門が犯した罪責を検証し、これらの惨事を未然に防止する努力を惜しまない」（「不戦決議」）

という誓いを表明しました。

今日、宗教的原理主義によるテロリズムや民族的な排外主義など、宗教や思想が戦争へ国民

を駆り立てる道具として利用されようとしています。紛争や戦争がグローバル化し一国にとど

まらない問題となり、そのことが「集団的自衛権」という軍事行動への正当性を与えようとし

ています。こうしたことを踏まえ、私たちはどのようにこの問題を考え、どういう姿勢を持ち、

行動をすればいいのか明確にしていかなければなりません。現在こそ、過去の戦争の歴史を直

視し、戦争の本質を検証することによって、再び過ちを繰り返してはならない決意を、一人ひ

とりが心に刻みなおさなければならないと思います。そのような思いから、本年の法要のテー

マを「戦後 70年―歴史の検証と念仏者の責務―」と定めました。

あらためて現代社会における宗門存立の意義を問い、真に人類に捧げる僧伽の回復という使

命において、抜き差しならない危機の時代の中で、平和への歩みが共々に始まることを願いま

す。

２０１５年３月
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　わたくしたちは原爆でおじをうしないました。めいも二人も死にました。妹はやけどをし、

父も半年後になくなりました。知人友人をたくさんうしないました。

　位里は三日目に東京からはじめての汽車で、俊も続いて広島へ入りました。爆心から二キロ

ちょっとの所に、わたくしたちの家が焼け残っていました。

　けれど屋根もかわらも窓も、台所のなべもはしも茶わんも、みんな爆風で飛んでしまってあ

りませんでした。それでも家は焼け残っていたものですから、大勢のけが人がたどりついて家

中いっぱいに倒れていました。

　けが人を運んだり、死んだ人を焼いたり、食べ物を捜して歩いたり、焼けトタンを拾って屋

根にのせたり、屍の臭と、はえとうじの中を原爆にあった人と同じように、さまよい歩いてお

りました。

　九月の初めころ東京に帰り、戦争の終わったということがはっきりわかりました。広島では

戦争が終わろうが終わるまいが、考える力も失ってしまっていたのです。

　原爆の図を描き始めたのは三年もたってからのことです。

　自分も裸になって当時の姿を思い起こして描き、原爆のことならと、モデルになってくださっ

た人々。

　十七才の娘さんには十七年の生涯があった、三つの子には三年の命があった、と思うように

なりました。絵の中にはデッサンも合わせて九百人ほどの人間像を描きました。たくさん描い

たものだと思いました。けれど広島でなくなった人々は二十六万人なのです。広島の人々の冥

福を祈り、再び繰り返すな、と描き続けるならば、一生かかっても描きつくすことの出来ない

数であったと気がつきました。絵でさえも一生かかっても描ききれない程の人の数が、一瞬間

に一発の爆弾で死んだということ、長く残る放射能、いまだに原爆症で苦しみ死んで行く人の

こと、これは自然の災害ではない、ということ。

　わたくしたちは描きながら、その絵の中から考えるようになりました。

『画集　原爆の図』　発行：財団法人　原爆の図　丸木美術館
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火　第二部

ピカッ。青白く強い光。爆発、圧迫感、熱風 

―― 天にも地にも人類がいまだかつて味わったことのない衝撃。 次の瞬間に火がついた。

めらめらと燃えあがり、広漠たる廃墟の静寂を破って、ごうごうと燃えていったのでありました。

うつぶせて家の下敷きになったまま失心した人、気がついて脱け出ようとして、紅蓮（ぐれん） 

炎につつまれていった人。

原爆の図　第 2部 《火》　1950 年　屏風四曲一双　縦 1.8m×横 7.2m

ガラスの破片がざっくりと腹につきささり、腕がとび、足がころがり、人々は倒れ、 焼け死んで

いきました。 

倒れた柱の下敷きになり、子どもを抱いたまま、母親は逃れ出ようとあせりました。

「早く早く」

「もうだめです」

「子どもだけでも」

「いいえ、あなたこそ逃げてください。わたしはこの子と死にます。路頭にまよわすだけですから」 

母と子は助け出そうとする人の手をふりきって、炎にのまれていきました。 
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丸木 位里

１９０１年、広島の太田川のほとりの農家の長男として生まれる。田

中頼璋、後に川端龍子らから日本画を学ぶ。青龍展などに意欲的に出

品を続けながら水墨画に抽象的表現を持ち込み、独自の画風を打ち立

てる。戦争前後は戦争に批判的なグループ、美術文化協会、前衛美術

会などで日本画の旗手として活躍する。戦後は現代日本美術展、日本

国際美術展などに雄大で繊細な水墨画の発表を続け、从展に毎年、俊

との共同制作を出品。１９９５年１０月１９日午前１１時１５分、自

宅にて、９４歳の生涯を終える。
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丸木　俊

１９１２年、北海道雨龍郡の寺の長女、赤松俊子として生まれる。女

子美術専門学校で洋画を学び、二科展に出品する。戦前はモスクワ、

ミクロネシアに長期滞在し、スケッチ多数を描く。１９４１年に位里

と結婚し、美術文化展、前衛美術展、さらに女流画家協会展に精力的

に出品を続ける。数多くの絵本を手がけ、「日本の伝説」でゴールデン

アプル賞、「おしらさま」「つつじのむすめ」「ひろしまのピカ」など民話、

創作、記録のあらゆる分野の絵本で数々の賞を受ける。２０００年 1

月１３日、敗血症による多臓器不全のため８７歳で生涯を終える。



私たちが知らないことは、まだ山のようにある。

戦後７０年、戦後生まれの世代に、共有されていない戦争の実態。

７０人の戦争体験者が語る実体験。

写真がとらえた記憶のヒダ。

著者からのメッセージ
わずか７０年前に敗戦を迎えたアジア太平洋戦争。日本人の死

者だけで３１０万人に及ぶ。

日本軍が勝手に攻め入って占領したアジアや太平洋各地で亡く

なった人の数は、いったいその何倍になるのか。私がこの写真

集で紹介できるのは、わずか 70 人ほどの戦争体験者の個人史だ。

しかもその一部に過ぎない。「戦後生まれの日本人が権力を掌握

したら日本は危険だ」とは、シンガポールの首相を務めたリー・

クアンユー氏の名言。「戦争の定義」を持ち出し、加害者責任を

あいまいにする前に、戦後生まれの私たちは、個人史から学び

未来に継承しなければならないことがたくさんある。「加害と被

害」の個人史に通底するのは、天皇を神とした洗脳教育の怖さ。

一人一人のもろさ。国と戦争指導者の無責任体質。戦後７０年。

私たちの社会の本質は変わったのだろうか。

プロフィール
山本宗補　やまもと・むねすけ

１９５３年長野県生まれ。フォトジャーナリスト。日本ビジュ

アル・ジャーナリスト協会（JVJA）会員。８５年からフィリピン、

８８年からビルマ（ミャンマー）軍事政権下の少数民族や民主

化闘争を取材。日本国内では「老い」と「戦争の記憶」のテー

マで取材。「３・１１」の翌日１２日から福島県に入り、広河隆

一氏らフリーランスの仲間６人で原発周辺での放射能汚染の実

態を伝え、原発事故と大津波被災地に通い続ける。

『戦後はまだ・・・刻まれた加害と被害の記憶』（彩流社）　『鎮

魂と抗い　３・１１後の人びと』（彩流社）　『３・１１　メルト

ダウン　大津波と核汚染の現場から』（凱風社）他多数

写真展    『戦後はまだ… 刻まれた加害と被害の記憶』
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●シベリア抑留後、戦犯管理所に　金子安次さん

１９２０年（大正９年）、千葉県生まれ

「家族には言えない『罪』」

　金子安次さんは、家族にも言えない日中戦争で

の体験を語ってきた数少ない元日本兵の一人。

　入隊から１年後。１９４１年秋頃の戦闘では、

「自分の子どもを見るたびに思い出す、生涯忘れ

ることができない」罪を犯した。家に隠れていた

女を古参兵が強姦しようとしたが激しく抵抗し

た。女を井戸まで引きずって行き、古参兵の命令で金子さんが足を持ち、２人で女を井戸に投げ込んだ。

女と一緒に隠れていた男の子が、「マーマー」と井戸の回りを駆け回り、台になるものを持ち出し、母親

のあとを追って井戸に飛び込んだ。

　「まさかと思った。何をするかと思って見ているだけだった。あれは忘れることができない」。金子さ

んの目は潤んでいた。「苦しむのは可哀想だ。手榴弾を投げ込んでやれ」。古参兵に命じられるまま、金

子さんは手榴弾を井戸に投げ入れたという。

　日本軍は残虐行為の限りを尽くしたが、中国は戦犯を人道的に扱った。

　１９５６年。中国政府の寛大な計らいで１人の戦犯も処刑せず不起訴に。

●日本軍による性奴隷被害を名乗り出た　ナルシサ・クラベリアさん

１９３０年、フィリピン・ルソン島生まれ

「父は拷問死、弟は刺殺され」

　フィリピンでは、ナルシサ・クラベリアさんのように、家族を目

の前で殺害された日本軍「性奴隷」被害者が多いのが特徴だ。フィ

リピンでは、１９９２年に元「性奴隷」被害者の正義と解放を求めた、

「リラ・ピリピーナ」が設立され、各島から名乗り出た１７４名の

ロラ（おばあさん）と呼ばれる被害者が認定されている。ナルシサ

さんが名乗り出たのは１９９３年。

　１９４１年１２月の日本軍のフィリピン上陸後、生活の急変はな

かったが、４３年頃に日本軍が町に来た。「父を縄で高床式の床下

の柱に縛り拷問した。バヨネタ（銃剣）で皮膚を切って剥がし、上

半身が斬り刻まれた父は血だらけ。痛いと泣き叫んだ」。家の中か

らは母の叫び声が。階段を駆け上がると、「母がスカートをはぎ取られ、１人の日本兵が覆い被さっていた」。

５歳と７歳の弟妹が日本兵を叩こうと棒を手にしたら、日本兵が銃剣で弟妹を刺し貫いたと話した。

　ナルシサさんと姉２人は、町の日本軍駐屯地に連行され監禁された。

　ナルシサさんに日本兵が直接謝罪したら許せますかと尋ねてみた。「私の前で私に許しを請うても私が

許せるわけではない。被害者は私ひとりだけではありません。フィリピン、アジア全域に無数の被害者が

いるわけで、正義が回復されるべきです」。
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●大阪空襲で母弟を失った　伊賀孝子さん

１９３１年（昭和６年）、大阪市生まれ

「なぜ私は生かされたのか」

　当時１３歳で、浪速区で両親と７歳の弟の４人暮

らし。空襲警報後、「西の空が真っ赤に染まり、父

が逃げようと言って家族４人そろって玄関を出た瞬

間」、焼夷弾が間近に落ちた。弟は焼け焦げる寸前で、

別の防火用水に浸かっていて、姉弟は「無言で向き

合った」という。母は焼夷弾２発の直撃で、防空壕の階段に腰掛けるように死んでいたと後で聞いた。水膨れ

の弟は２日後に息を引き取った。父も大火傷を負い、伊賀さんは顔や両手足の一部に大火傷。顔のケロイドは

今では目立たないが、物がしっかり持てるようになるには１０年かかった。

　「私は遺族と障害者の両方。戦災孤児の気持ちもわかる。あの火の中で消された人は訴えることができない。

生き返らすには死没者名簿を作るしかない」。

　１９９１年に開館した「ピースおおさか」（大阪国際平和センター）は、大阪陸軍造兵廠跡地の一角に建つ。

中庭に建てられた慰霊碑、「刻ときの庭」には、現在８９４２名分の名前が刻まれている。

「ここは加害の場所であり、被害の場所です。資料館で加害の歴史を展示するのはここしかないんです」。

●泰緬鉄道・捕虜墓地捜索隊通訳　永瀬隆さん

１９１８年（大正７年）、岡山県生まれ

「日本人は良心を確立したか」

　日本軍のジュネーブ条約に反する強制労働により９万名もの夥ただ

しい犠牲によって建設された「泰緬鉄道」。戦後、連合軍が埋葬場所を

捜し出す作業を手伝ったのが永瀬隆さんだ。

　ある時、水責め拷問の通訳をした。鼻と口を覆ったタオルの上から

腹が膨れるまで水を注ぎ続ける拷問だ。「マザー！マザー！」。永瀬さ

んと同年齢の若い兵隊がうめき苦しんだ。その声は今もって忘れられ

ないと永瀬さんは話す。

　戦後の連合軍の捕虜墓地捜索隊は、２１日間で１５５カ所の墓地を

調べ、約１万名以上の捕虜の姓名が判別できた。寝食を共にして捜索

に協力した永瀬さんに対する憎悪と軽蔑の視線が変わった。この捜索

隊への参加が、永瀬さんの戦後の生き方を決定づけた。

  戦後、故郷に英語塾を開設。１９６４年から２００９年までに１３５回の現地訪問を果たした。現地の学生へ

の奨学金支給、鉄道建設による全ての犠牲者の冥福を祈るクワイ河平和寺院を建立するなど多方面で貢献した。

２０１１年没 
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●戦災障害者の援護法を求める　杉山千佐子さん

１９１５年（大正４年）、愛知県生まれ

「内地も戦場と認めて」

　杉山千佐子さんは、小さい頃からおてんばで、何でも観察する

クセがあったという。小学生時代は台湾の台北で過ごした。１０

代後半から名古屋空襲で左目を失う重傷を負う２９歳までは、名

古屋大学解剖学教室助手として働いた。

  敗戦から３０年余りが経ち、５７歳の杉山さんは、空襲による戦

災障害者に対して国の救済を求める活動を１人で開始した。「全国

戦災障害者連絡会」を設立し、「内地も戦場と認めて」と、援護法

の制定と全国的な被害調査を政府に求める運動を始めた。

　国会では、１９８９年までに「戦時災害援護法案」が１４回提

出されたが全て廃案に。

　「援護法を作っておけば、国民も軍隊と同じように補償すべきで

あるということが決まってきて、戦争をやろうと思っても、どえらい金が必要になります。この前の戦争

のように、国民を塵芥のように使って使い捨てすることができないようになる。私の時に実現できなくて

も、世の中にこういうことを言い続けた女がいたと誰かが引き継ぐ。反戦運動の根本だと思う」。

　超党派の「空襲被害者等援護法（仮称）を実現する議員連盟」が設立したのは１１年６月。援護法がで

きないまま、戦後６８年が過ぎた。２０１３年９月の誕生日で、杉山さんは９８歳になる。

●爆心地近くで被爆した生存者　兒玉光雄さん

１９３２年（昭和７年）、広島県生まれ

「よくこれで生きている」

　爆心地から約８７０ｍの広島一中教室内で被爆した兒玉光雄さ

んは、被爆直後の嘔吐、脱毛、紫斑、４０度を超える高熱などの

急性原爆症を脱してから、６０歳になるまで大きな病気を患うこ

とはなかった。だが、直腸がんが６０歳で見つかってからは、様々

ながんの発病が続いている。

　８月６日の広島一中は、２～３年生は学徒勤労動員で留守。１

年生３００人が市役所裏で建物疎開作業する班と教室の自習班に

別れた。校庭で誰かがＢ２９が来たぞと叫び、窓の外を見た兒玉

さんが「Ｂ２９が落下傘を落としたぞ」と言った。兒玉さんが窓

側から仲間の輪に移動した瞬間、原爆が爆発した。木造校舎の下

敷きになり、熱線の直撃は免れたが、放射線がさえぎられたわけではない。

　運命は紙一重。即死の仲間も見たが、身動きできない仲間数人を、材木を自力で動かして救出した。プー

ルで見た火傷を負った男女生徒の惨状が脳裏にこびりついた。

　兒玉さんによると、広島一中の同級生１９名が生き残ったが、６人は４０歳代までに病死した。兒玉さ

んも含め結婚した７人には子どもがいない。今も健在なのは兒玉さんともう１人だけ。
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１９４１年（昭和１６）１２月８日、日本軍による真珠湾奇襲攻撃により米国、英国、オラン

ダなどの連合国と太平洋戦争が勃発しました。この時大谷派は「法主」の名により「金剛の信

心に基づき、勇猛精進すべき時である」という内容の「教書」を出し、僧侶や門徒に向けて「挺

身殉国（身を挺して国に殉ずる）精神を昂揚」するよう指示しました。その具体的な施策とし

て教区、組、寺院での「皇民護国講座」の開催、寺院への「建艦翼賛運動」への献金を要請しました。

さらに真宗大谷派貯蓄報告組合を設立して国債の償還や軍需産業への融資を推進するため「貯

蓄報国運動」を提唱し、具体的な物資をもって戦争への貢献を推進しました。

山門前に掲げた「挺
身殉国」の看板
『真宗』　　１９４２年
（昭和１７）1 月号

太平洋戦争の勃発直後の
１９４１年（昭和１６）
１２月２５日、東本願寺
大門前に「皇威宣揚」「生
死超脱」「挺身殉国」の
大看板を掲げた。

聖人の仰せになきことを仰せとして

建艦翼賛運動
『真宗』　　１９４３年
（昭和１８）２月号

１９４１年（昭和１６）に公布
された金属類回収令により、各
寺院から梵鐘、花瓶などが供出
させられていたが、さらに各寺
院へ「建艦翼賛運動」への醵出
を求めた。最初は、大谷家関係
者らの多額の寄付があり、『真
宗』誌において金額と寺院名が
公表された。

 ポスター　貯蓄報国運動
所蔵　教学研究所

１９４１年（昭和１６）当時、
国は２３０億円の貯蓄目標たて
たが、実現に及ばなかった。
大谷派では、大谷派貯蓄報国組
合を設立し、積立貯蓄の方法に
より貯蓄目標を５０００万円と
した。

きょ しゅつ



「特定秘密保護法案」の廃案に関する要望書

 　私たち真宗大谷派は、かつて戦争に協力した罪責を深く懺悔するとともに、仏教の教えに立ち、戦争を許さ
ない、豊かで平和な国際社会の建設に向けて歩むことを誓いとしております。その教団を代表するものとして、
「特定秘密保護法案」に対して深い懸念を表明いたします。
　本法案は、すでに各方面より指摘されているように、防衛・外交等に関する事柄についての国民の知る権利
を著しく制限するものであるだけでなく、情報を得ようとした者の処罰まで規定されており、国民が知ろうと
することも制限するものとなっています。したがって、該当する事柄について、政府・行政が現在何を行って
いるのかを知ることができないばかりか、速やかな事後の検証も困難となってしまうことが予想されます。
　先の大戦において多くの情報が国民に秘匿された歴史、また今回の東京電力福島第一原子力発電所の事故に
おいて多くの情報が公開されなかったことに鑑みると、政府・行政の動きに関する重要な情報が秘匿されるこ
とをできる限り制限し、国民の知る権利を守ることが重要でありましょう。したがって、本法案は国及び国民
の安全の確保を目的とするとされていますが、それと引き換えに、私たち国民が不信と不安の中に暮らさねば
ならない状況を生み出すものと考えます。それが真に豊かで平和な社会であるとは思われません。
　私たち浄土真宗の門徒が願う阿弥陀仏の国土は、あらゆる存在をひとしくおさめとり、安らぎを与え、養う
世界であると教えられています。その願いに背いて戦争に協力した教団の歴史への反省に立つとき、この法案が、
現在そして未来にわたって、人々の安らぎを奪うに違いないことを深く憂慮せざるをえません。
　現在、震災及び原発の問題や経済・国際問題など、国民の多くは大きな不安を抱えながら生活しています。国は、
公明正大に国民の信頼にこたえ、人々の不信や不安を除くことを責務とするべきであります。本法案は、その
責務に背くものであり、深い懸念を表明するとともに、速やかに廃案されるよう強く要望いたします。
　２０１３年１１月２７日

真宗大谷派宗務総長    里 雄 康 意

安倍晋三内閣による集団的自衛権行使容認に対する反対声明に係る宗務総長コメント

今回、安倍晋三内閣は、集団的自衛権行使容認を閣議決定しました。この重大問題を抱える「現代」に生きる
私たちは、今こそ仏法僧の三宝に帰依する「仏教徒」として、この問題から目をそらすことなく、正見に依っ
て的確に受けとめ、言動する使命と責任があるのではないかと思います。
仏教では、「国豊民安兵戈無用」という教言に象徴されるとおり、仏の教えが生きてはたらくところにこそ、
ほんとうに豊かで、戦争の無い世界が開かれると教えられます。それは、『仏説無量寿経』において教示される
如来の本願に、どこまでも照らし出され、呼びかけられ続ける「われら」の問題であり、この私たちに、真に「われら」
といえる世界が如何に成り立つのかという課題であります。
親鸞聖人が顕かにされた浄土真宗の教えは、自己関心に執着してみずからの愚かさに気づくことのできない私
たちに、如来の本願に基づいて、人と生まれた意義を教え、丁寧な人間関係を開いてくださるものです。自ら
の正義に酔いしれ人間の関係と存在そのものを破壊する戦争をも正義の名の下に容認する。このような自分を
善とし他を悪とする愚かな在り方に、目覚めなければならないと教えてくださるものこそ、南無阿弥陀仏であ
ります。
こんにちの日本政府の判断はまさしく国民の危機であり、私たち一人ひとりが、みずからの課題として受けと
めるべきものです。この問題のなかにこそ、私たちは、自他一如を説く仏の教えを聞き開かなければなりません。
あらためて、一人ひとりが、今、浄土から、どのように呼びかけられているのか。何を教えられ、うながされ
ているのかを、それぞれの生活の現場で語り合い、共に「同朋社会の顕現」に尽くしてまいりたく存じます。
２０１４年７月１日

真宗大谷派宗務総長　里 雄 康 意
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